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　子どもの悩みや心配事の相談を電話
で受けています。秘密は厳守されます
ので、お気軽にご利用ください。
■相談先
　教育委員会（内線210）
■相談日時
　月～金曜日　午前８時30分～午後４
　時30分（土・日曜日、祝祭日、　　　
　年末年始を除く）

教 育 相 談 電 話 行政・人権相談夕 ぐ れ 窓 口
　12月の夕ぐれ窓口を次のとおり町民
生活課窓口で開設します。
■開設期日　12月12日（金）、26日（金）
■開設時間　午後５時～６時
　閉庁後に戸籍抄本・謄本（午後５時ま
でに電話での申し込みが必要）や印鑑証
明書、住民票が必要な方、町に対する苦
情や意見、要望のある方は、どうぞお気
軽においでください。

　町では、町民の皆さんの行政に対する意見
や要望、また日ごろ生活する上での困り事な
ど、さまざまな内容の相談を受けるための行
政相談と人権相談を行っています。
　12月の相談日は次のとおりです。
■期　　日　５日（金）※人権のみ、10日（水）
■相談時間　午前10時～午後３時　
■場　　所　国際交流会館１階102研修室
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。
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あ
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㈱
あなたのリフォーム、全力でサポートします

　【４か月児健康診査】
・月　日　12月３日（水）
・受　付　午後１時～１時10分
・対　象　平成26年７月生
・内　容　小児科診察・離乳食の進め
　　　　  方と試食
　【10か月児健康診査】
・月　日　12月３日（水）
・受　付　午後１時10分～１時20分
・対　象　平成26年１月生
・内　容　小児科診察・虫歯予防のお話
　　　　  離乳食の進め方と試食
　【７か月児健康相談】
・月　日　12月４日（木）
・受　付　午前９時～９時10分
・対　象　平成26年４月生
・内　容　育児相談・離乳食の進め方と
　　　　  試食
　【１歳６か月児健康診査】
・月　日　12月17日（水）

乳 幼 児
健康診査

・受　付　午後12時30分～12時40分 
・対　象　平成25年３～５月生
・内　容　小児科・歯科診察、尿検査、
　　　　  育児・発達相談等
※バスタオル・母子手帳を忘れずにお持
　ちください。また、風邪などの病気の
　あるお子さんは次回の健診を受けられ
　ますので、事前に保健師まで連絡して
　ください。
※離乳食試食の際は、赤ちゃん用エプロ
　ン、おしぼりをお持ちください。

場所：町保健福祉センター「鶴遊館」
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借
金
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困
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４
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骨粗しょう症検診のお知らせ
　骨粗しょう症検診を行います。対象
の方には、お知らせのはがきを送付し
ます。
・ 対象 40･45･50･55･60･65･70歳
　　　の女性
・期間 平成 27年３月31日まで
・申込方法 健康保険課⑥窓口まで、は
　　　　　がきをご持参の上お越し下
　　　　　さい。
・ 検診料 500円（生活保護世帯は無料）
・検診場所 鶴田診療所 外科（月～金
　　　　　曜日（水・祝日除く））
・ 時間 午前９時～10時（時間厳守） 
　詳しい内容は申込時に説明いたしま
す。申込後は早めに受診してください。

クリスマスメニューに挑戦‼‼
　食生活改善推進協議会「みつば会」で
は、下記の日程で、「ワンプレートでク
リスマスメニュー」料理教室を行います。
・月日・場所
  12月６日（土）：鶴遊館
　　　７日（日）：豊明館
　　　８日（月）：鶴遊館
・時間 午前９時30分～午後１時
・対象 鶴田町民の方（先着24人まで）
・参加費 300円
・持ち物 エプロン・三角巾

・メニュー
  にんじんごはん、簡単鶏ハムロール、
  野菜たくさんチキンスープ、パンキ
  ッシュ、カプチーノ風ゼリー 
・申込方法
  12月３日（水）まで、各地区の保健
  協力員または健康保険課健康長寿班
  へ希望する日をお申し込みください。
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こちら町の情報局

　鳥インフルエンザウイルスは、渡り鳥によって海外から
持ち込まれると考えられています。秋から冬は渡りが始ま
り、本病発生の警戒が必要となる時期ですので、次のこと
に注意してください。

●家きん（鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほ
　ろ鳥、七面鳥）を飼っている場合　
　①渡り鳥や野鳥との接触を避けるため、野外での放し飼
　　いはしないようにしましょう。また、飼育小屋は防鳥
　　ネット（２センチ角以下）で囲い、野鳥が入らないよ
　　うにしましょう。
　②飼育小屋を定期的に消毒し、清潔な状態で飼育しまし
　　ょう。
　③世話をする時には専用の履物、衣服を身に付け、終了
　　後は履物、衣類、手指の消毒をしましょう。
　④家きんの死亡が続くなど、異常がみられた場合は、す
　　ぐにつがる家畜保健衛生所に連絡してください。

●死亡した野鳥を見つけた場合
　①素手では触らないようにしましょう。
　②多数の野鳥がまとまって死亡している場合は、鶴田町
　　役場産業観光課農業振興班、または西北地域県民局地
　　域農林水産部林業振興課にご相談ください。
　③病気以外で死亡した野鳥を処分する際は、ビニール袋
　　に入れ、一般ごみとして処分してください。

■お問い合わせ先
　産業観光課 農業振興班（内線293）
　西北地域県民局地域農林水産部つがる家畜保健衛生所
　TEL：0173（42）2276
　西北地域県民局地域農林水産部林業振興課
　TEL：0173（72）6613

鳥インフルエンザの発生を防止しましょう

青森県最低賃金が改正されました。金額等は次のとおりです。

時間額679円（平成26年10月24日から）

　改正前の青森県最低賃金（665円）から14円の引上げ
となります。青森県最低賃金は、青森県内で働くすべての
労働者と、労働者を一人でも使用している使用者に適用さ
れます。製造業と小売業の一部には、特定（産業別）最低
賃金が定められています。青森労働局長の許可なく青森県
最低賃金額以上の賃金を支払わなかった場合は、最低賃金
法違反となり、罰則規定（罰金額50万円以下）が適用さ
れることがあります。
詳しくは、青森労働局ホームページからもご覧になれます。
●青森労働局ホームページ
　（http://aomori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/）

■お問い合わせ先
　TEL：017（734）4114　FAX：017（734）5821

必ずチェック最低賃金！ 使用者も、労働者も
青森県最低賃金改正のお知らせ

　成年後見・相続・労働トラブル・借金問題につい
て司法書士が無料で相談に応じます。手話通訳者も
常駐いたしますので、お気軽にお尋ねください。

●日時：平成26年11月23日（日）
　　　　午前10時～午後４時まで（面談相談）
●場所：エルム文化センター教室３・４
　　　　（五所川原市大字唐笠柳字藤巻517番地　
　　　　１ エルムの街２階）
●主催：青森県司法書士会
●共催：公益社団法人成年後見センター・リーガ
　　　　ルサポート青森支部
　なお、相談は無料ですが、具体的な手続きが必
要になる場合には、別途費用がかかりますので、
相談員にご確認ください。また、上記日時以外で
も、青森県司法書士会総合相談センターへご連絡
いただけると、相談のご案内や相談内容に応じた
お近くの司法書士の紹介を行っております。
●青森県司法書士会総合相談センター
　TEL：0120（940）230

■お問い合わせ先
　青森県司法書士会（青森市長島３の５の16）
　TEL：017（776）8398　

司法書士に相談してください！
　高齢者・障害者のための成年後見のこと、相続、
　労働、借金問題のこと

●日時
　平成26年12月２日（火）
　午後１時～３時30分
●場所
　青森県労働委員会（県庁北棟８階）
●相談方法
　委員による面談
　・個々の労働者と事業主との間に生じたトラブル
　　について、労働委員会委員が相談に応じます。
　　・公益委員（弁護士、大学教授等）
　　・労働者委員（労働組合役員等）
　　・使用者委員（会社経営者等）
　・労働者、事業主いずれの方からの相談も受け
　　付けています。
　・労働者・事業主の紛争解決を図るための、「個
　　別あっせん」も行っています。
※事前の予約も受け付けていますので、相談を希
　望する方は、お気軽にお問い合わせください。

■お問い合わせ先
　青森県労働委員会事務局
　TEL：017（734）9832
　青森市新町二丁目４番30号 県庁北棟８階

職場のトラブルで悩んでいる皆さん
労働相談会を利用しませんか
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10 月 28日（火）に
国際交流会館で行わ
れた誕生証書交付式
に出席された方 （々平
成26年８月届け出）

元気に生まれてきてくれてあ
りがとう♥

（石岡 美佳さん・菖蒲川）

青藍（せいらん）ちゃんへ

生まれてきてくれてありがと
う！みんな楽しみに待ってた
よ！すくすく育ってね♥
（當麻 詩寿子さん・鷹ノ尾）

莉采（りと）くんへ

優しく思いやりのある女性に
なってください。

（浅野 純子さん・大性）

葵那（きいな）ちゃんへ
毎日いろんな顔見せてくれて
元気いっぱいでママもパパも
幸せいっぱい♥來愛は宝物♥
（髙橋 端希さん・西瀬良沢）

來愛（らな）ちゃんへ

元気に生まれてきてくれてあ
りがとう。お兄ちゃんと仲良
く、たくさん遊ぼうね。
（伊藤 彩さん・掛元）

美織（みおり）ちゃんへ

お兄ちゃんと仲良くいっぱい
遊んで元気に育ってね。

（神 奈緒子さん・新田子）

陸斗（りくと）くんへ
お兄ちゃんと仲良く、心身共
に健やかに育ってね。生まれ
てきてくれてありがとう。
（池田 万貴子さん・派立）

健人（けんと）くんへ

４人目!!家族みんなの宝物♥
お兄ちゃん、お姉ちゃんと仲
良く遊んでね。
（安田 麻美さん・派立）

琉生（るい）くんへ

　10月１日から、予防接種法
施行令の改正に基づき、水痘ワ
クチンが無料で接種できるよう
になりました。
●定期接種
・対象年齢
　生後12か月～36か月に至る
　まで（１歳～３歳の誕生日前
　日まで）
・接種回数
   ２回
※すでに任意接種として水痘ワ
　クチンを１回接種したことが
　ある場合は、定期接種を１回
　行ったものとして、２回目の
　接種を受けることができま
　す。
●特例措置（平成26年度に限る）
・対象年齢
　生後36か月～60か月に至る
　まで（３歳～５歳の誕生日前
　日まで）
・接種回数
   １回
※任意接種として過去に１回で
　も水痘ワクチンの接種を受け
　たことがある場合は対象にな
　りません。

★すでに水痘にかかったことが
　あるお子さんは、定期接種、
　特例措置ともに対象外となり
　ます。

●予防接種の受け方
　個別接種となります。各医療
　機関へ直接ご予約の上、母子
　健康手帳と予診票を持参して
　接種を受けてください。予診
　票は健康保険課健康長寿班に
　あります（町内の指定医療機
　関にもおいてあります）。

その他、ご不明な点は下記まで
お問い合わせください。

■お問い合わせ先
　健康保険課 健康長寿班
　（内線131～133）

 子どもの水痘ワクチン
 接種の無料化について


